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平成 29 年「高年齢者の雇用状況」（6 月 1日現在）の集計結果が公表されました。 

高年齢者雇用安定法では、企業が定年を定める場合、その定年年齢を 60 歳以上

とすることを義務付けています。加えて、65 歳までの安定した雇用を確保するた

め、企業に「定年制の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれ

かの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じることを義務付けています。 

この調査は、これらの制度の実態を把握するため、同法の規定に基づいて行わ

れているものです。 

 

 

 

主要な集計結果は次のとおりです。 

「65 歳定年」としている企業 15.3％（前年比 0.4 ポイント増） 

「66 歳以上定年」としている企業 1.8％（同 0.7 ポイント増） 

「66 歳以上希望者全員の継続雇用制度」を導入している企業 5.7％（同 0.8 ポイント増） 

「70 歳以上」まで働ける企業 22.6％（同 1.4 ポイント増） 

「定年制の廃止」を実施した企業 2.6％（同 0.1 ポイント減） 

※割合は、調査対象企業における割合 

高年齢者雇用安定法では、65 歳までの雇用確保措置を各企業に義務づけていますが、この集計結果から、法

定の義務を上回る制度を設けている企業が多いことが分かります。特に、70 歳以上まで働ける企業(注)が増え

ていることが目立ちます。これは、各企業において、人手不足感が強くなっていることが影響していると思われ

ます。 

注：希望者全員のうち、要件に該当する労働者・企業が求める労働者については 70 歳以上まで働ける企業を指します。 

 

政府も、65 歳以上への定年引上げ、希望者全員を 66 歳以上の年齢まで雇用する継

続雇用制度の導入などを行った事業主を対象とした「65 歳超雇用推進助成金（65 歳超

継続雇用促進コース）」を設けるなどして、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関

わりなく働くことができる生涯現役社会の実現を後押ししています。 
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この改正により、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付
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確定拠出年金

①「年 1 回以上、定期的に拠出」の要件を満たせば、年２回といった拠出も可能です。これまでと

同様に毎月拠出とすることも可能です。

②この改正は

の掛金）は、年単位化による拠出の対象となりません。したがって、改正初年においては、平成
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なります（その期間の拠出限度額は、「改正前の拠出限度額〔月額〕×

この改正により、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付
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なお、既に実施されている企業型ＤＣで導入するためには、納付期限などについて、企業型年金規
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今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関

する規定を中心に、「社会・経済の変化への対応」を図るための見直しを行うとともに、民法を「国民一般に分

かりやすい」ものとする観点から、判例を踏まえて実務で通用している基本的なルールを適切に明文化すること

と目的としています。 

実質的な改正事項には、次のようなものがあります。 

●社会・経済への変化の対応 

消滅時効 業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から 5年」に統一 

法定利率 現行の年 5％を年 3％に引き下げた上で、市場の金利動向に合わせて変動する仕組みを導入 

保証 事業用の融資について、経営者以外の保証人を付ける場合は、公証人による意思確認を義務

付ける 

約款(新設) 定型約款を契約内容とする旨の合意があった場合を除き、相手方の利益を一方的に害する条

項は無効 

●国民一般に分かりやすい民法 

意思能力 意思能力（判断能力）を有しないでした法律行為は無効 

賃貸借契約 賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記 

債権譲渡 将来の債権譲渡を可能とすることを追加 

 

【参考】消滅時効の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：法務省） 

  

法改正の概要 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 育児・介護休業法はたびたび改正を繰り返しており

関する部分で改正が行われました。

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

事前に制度の仕組みを理解しておきましょう。
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対象家族の範囲

介護休業給付金

 

●介護休業給付金

従業員が

賃金の支給はありません

には、介護休業給付金が支給されます。

この

定の計算方法によって算出する休業
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育児・介護休業法はたびたび改正を繰り返しており

関する部分で改正が行われました。

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

事前に制度の仕組みを理解しておきましょう。

 

●改正ポイント

 

介護休業の取得日数

対象家族の範囲

介護休業給付金

●介護休業給付金

従業員が介護休業を取得している期間については、

賃金の支給はありません

には、介護休業給付金が支給されます。

この給付を受けるためには、

定の計算方法によって算出する休業

 

お仕事 
カレンダー 

12 月 

介護に関

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

たこともあります。）

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

本メールニュースでも情報を発信してまいります。

 

育児・介護休業法はたびたび改正を繰り返しており

関する部分で改正が行われました。

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

事前に制度の仕組みを理解しておきましょう。

●改正ポイント 

介護休業の取得日数 

対象家族の範囲 

介護休業給付金 

●介護休業給付金 

介護休業を取得している期間については、

賃金の支給はありませんが、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

には、介護休業給付金が支給されます。

給付を受けるためには、

定の計算方法によって算出する休業

12/10 ●一括有期事業開始届の提出（建設業）

●1

12/31 ●1

●所得税の予定納税額の支払

●10

●翌年

押さえておきたい

関する改正内容

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

たこともあります。）

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

本メールニュースでも情報を発信してまいります。

育児・介護休業法はたびたび改正を繰り返しており

関する部分で改正が行われました。 

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

事前に制度の仕組みを理解しておきましょう。

対象家族1名につき

原則1回、通算

①配偶者、父母、子、配偶者の父母

②同居および扶養している

祖父母、兄弟姉妹、孫

休業終了後に

介護休業を取得している期間については、

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

には、介護休業給付金が支給されます。

給付を受けるためには、1回の介護休業が終了する

定の計算方法によって算出する休業開始

一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料

11 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

11 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付

所得税の予定納税額の支払

10 月決算法人の確定申告・

翌年 1 月・4 月

さえておきたい

改正内容 

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

たこともあります。） 

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

本メールニュースでも情報を発信してまいります。

育児・介護休業法はたびたび改正を繰り返しており

 

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

事前に制度の仕組みを理解しておきましょう。 

改正前

名につき、 

回、通算93日まで 

①配偶者、父母、子、配偶者の父母

②同居および扶養している

祖父母、兄弟姉妹、孫

に一括で受給

介護休業を取得している期間については、

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

には、介護休業給付金が支給されます。 

介護休業が終了する

開始時賃金日額の

一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料

月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

分健康保険料・厚生年金保険料の納付

所得税の予定納税額の支払

月決算法人の確定申告・

月・6 月決算法人の消費税の中間申告

さえておきたい介護休業給付金

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

本メールニュースでも情報を発信してまいります。

4 

育児・介護休業法はたびたび改正を繰り返しておりますが

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

 

改正前 

 

①配偶者、父母、子、配偶者の父母

②同居および扶養している 

祖父母、兄弟姉妹、孫 

一括で受給 

介護休業を取得している期間については、「ノーワークノーペイの原則

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

介護休業が終了するごとに

賃金日額の67％となります

一括有期事業開始届の提出（建設業） 

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満で

月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

分健康保険料・厚生年金保険料の納付

所得税の予定納税額の支払 

月決算法人の確定申告・翌年 3 月決算法人の中間申告

決算法人の消費税の中間申告

介護休業給付金 

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

本メールニュースでも情報を発信してまいります。

ますが、今年1月にも介護に

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

対象家族

3回を上限として

通算

※取得可能日数

①配偶者、父母、子、配偶者の父母 配偶者、父母、子、配偶者の父母、

祖父母、兄弟姉妹及び孫

※同居および扶養要件を撤廃

分割取得に合わせて

ノーワークノーペイの原則

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

ごとに申請します。なお、介護休業給付金の額は、所

となります。 

  

万円未満で、かつ請負金額が

月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

月決算法人の中間申告

決算法人の消費税の中間申告 

 

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

本メールニュースでも情報を発信してまいります。 

月にも介護に

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

対象家族1名につき

回を上限として

通算93日まで 

※取得可能日数

配偶者、父母、子、配偶者の父母、

祖父母、兄弟姉妹及び孫

※同居および扶養要件を撤廃

分割取得に合わせて

ノーワークノーペイの原則」に基づき、多くの企業では

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

します。なお、介護休業給付金の額は、所

 

かつ請負金額が 1 億 8,000

 

月決算法人の中間申告 

 

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

月にも介護に

介護離職の問題が新聞やテレビでも大きく報道されるようになり、家族の介護

をする従業員も増加することが予想されます。従業員が誤った認識をしないよう、

改正後 

名につき、 

回を上限として分割でき、

 

※取得可能日数については変更なし

配偶者、父母、子、配偶者の父母、

祖父母、兄弟姉妹及び孫 

※同居および扶養要件を撤廃

分割取得に合わせて3回に分割して受給

」に基づき、多くの企業では

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

します。なお、介護休業給付金の額は、所

8,000 万円未満の工事

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

っておりません。賃金請求権の消滅時効は、労働基準法の規定により「２年」です。 

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

、 

については変更なし 

配偶者、父母、子、配偶者の父母、 

※同居および扶養要件を撤廃 

回に分割して受給 

」に基づき、多くの企業では

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

します。なお、介護休業給付金の額は、所

万円未満の工事 

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

 

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、

 

」に基づき、多くの企業では

が、この賃金が支給されない期間に対して、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者

します。なお、介護休業給付金の額は、所

消滅時効の改正に関して、民法の特別法である労働基準法については、現在のところ改正の目途は立

（一部裁判例では、未払残業代について、不法行為に基づく損害賠償請求として「３年」と判断され

労働基準法の改正（時効期間の改正）について、今後議論されていきますが、その展開が判明次第、


